
傍聴の方法  本会議は公開されており、誰でも傍聴
することができます。
傍聴を希望される方は、本会議当日に
市会議事堂３階の傍聴受付で傍聴券の
交付を受けてください。受付は開会30
分前から開始し、傍聴券の交付は先着
順となります。（本会議場傍聴席数：
216席（うち車いす席８席））
※お子様連れ等で本会議傍聴を希望さ
　れる方は、「親子傍聴室」（２部屋）の利用ができます。受付の
　際にご利用をお申し出ください。

　委員会も傍聴することができます。傍聴手続きは本会議の傍聴
と同様ですが、傍聴受付開始前に傍聴希望者が定員を超えた場合
には抽選となります。定員は、各委員会室及び運営委員会室が
20席、大会議室が40席（ただし、部屋を仕切って使用する場合
は、30席）となります。
※各会議の傍聴の際には、受付時に配布する注意事項をご確認の
　うえ傍聴をお願いします。
　なお、本会議や委員会については市会議事堂内のモニターテレ
ビで中継を視聴できます。特に手続きは必要ありませんので、当
日市会議事堂までお越しください。

市民の権利と義務
　市民には、市政を自らの手で進めていくうえでの基本的な権利と義務があ
ります。
　まず、市の公共財産をみんなで使用し、市の公共サービスを受ける権利が
あると同時に、市の条例を守ったり市税を納めるなどの義務があります。
　また、市民には市政に参加する権利（参政権）があります。参政権として
は、選挙に参加する権利のほか、直接請求権として、市の条例の制定・改正
などや市の仕事の監査を請求する権利などがあります。さらに市長・市会議
員などの解職や市会の解散を求めることもできます。

会議の原則

定足数の原則

過半数の原則

会議公開の原則

　民主的かつ円滑で効率的な運営を図るため、地方議会にはいろいろな会議
原則があります。

　会議を開いたり、議決を行うときには、一定以上の議員が出
席していなければなりません。この最小限必要な出席議員数を
定足数といいます。定足数は、原則として議員定数の半数以上
となっています。

　議事は、特別な場合を除き出席議員の過半数で決めます。議
長には議決に加わる権利はありませんが、賛成と反対が同数に
なったときには議長が決定します。

　本会議は、原則として公開することになっています。公開と
は、議員以外の人が会議を傍聴する自由や、新聞・テレビなど
の報道機関が会議の状況について報道する自由を認めるととも
に、会議録を公開することです。
　ただし、出席議員の3分の2以上の多数で議決した場合には、
秘密会として非公開にすることができます。

　議会は会期ごとに独立の存在として活動するもので、会期中
に議決に至らなかった案件は、会期終了とともに消滅し、後の
会期に引き継がれないのが原則です。これを「会期不継続の原
則」といいます。
　ただし、例外として、本会議の議決によって、特定の案件を
継続審査とした場合は、市会閉会中も委員会でその案件を審査
したり、調査することができ、次の会期で改めて提案し直すこ
となく議決することができます。

　本会議で一度議決された議案などは、原則として同じ会期中
に再び提出することはできないとされており、一つの案件が会
期中に二度審議されることはありません。

会期不継続の
原則

一事不再議の
原則

傍聴

●問合せ先　議会局秘書広報課　☎（671）3040
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請願と陳情の
審査

　市政などについての意見や要望があるときは、どなたでも請願
書や陳情書を市会議長あてに提出することができます。
　請願書を提出するときは、市会議員の紹介を必要としますが、
陳情書の場合は、その必要はありません。
　請願の場合は、常任委員会などで審査した上で、本会議で「採
択」か「不採択」かを決定し、その結果を請願者へ通知します。
　陳情の場合は、議会が関係行政庁に意見書を提出することを要
望するものなど、議会の機関意思の決定に関する陳情については、
常任委員会などに付託し、その審査結果を本会議に報告した後、
陳情者に通知します。
　それ以外の行政への要望に関する陳情書については、議長が市
長の回答を求め、その旨を陳情者に通知します。
※陳情の内容によっては、委員会での審査や市長等からの回答を
　求めない取扱いとすることがありますので、ご注意ください。

■請願書・陳情書の提出方法
　左の例を参考にして、議会局へ提出してください。
１　日本語を用いた文書で提出してください。なお、点字
で提出する場合は、なるべく訳文を添付してください。

２　「請願書（陳情書）」と明記し、提出年月日を記載の
上、あて先を議長としてください。

3　請願者（陳情者）の住所を記載し、署名又は記名押印
してください。（法人の場合には、所在地、名称を記載
し、代表者が署名又は記名押印してください。）連絡先の
電話番号は、提出時に口頭でお知らせください。
４　請願者（陳情者）が複数の場合は、代表者（1人また
は1団体）を定めてください。

５　署名簿を提出される場合、署名者の方も住所の記載
と、署名又は記名押印が必要となります。

６　請願（陳情）の内容がいくつかに分かれる場合に
は、その内容ごとに請願書（陳情書）を分けて提出し
てください。請願（陳情）の項目は簡潔に箇条書きに
してください。

請願と陳情

＊なるべくA4判にしてください。
（なお、市会ホームページから書式を
　ダウンロードすることができます。）

７　請願書の場合は、紹介議員（1人以上）の署名又は記名押印
が必要です。（陳情書の場合は不要）
８　建築物、土地等に関するものは、必要に応じ、案内図や略
図を添付してください。
９　休日など（土曜、日曜、祝日及び年末年始）を除き、直
接持参または郵送（受付締切日必着）により提出してくだ
さい。ＦＡＸやＥメールによる提出はできません。
１０　請願・陳情の受付時期は各定例会初日（当初議案を上程
する本会議日）の5日前までとなっています。受付時期を過
ぎて提出されたものは、次回定例会で取り扱われます。

●問合せ先　議会局議事課　☎（671）3045

請願書の提出 （国会や関係行政庁への意見書
の提出などを求める陳情）

陳情書の提出
（左以外の行政への要望など
の陳情）

陳情書の提出

請願者へ
審査結果を通知

陳情者へ
審査結果を通知

陳情者へ市長の
回答を通知

本会議で委員会付託 市長に回答依頼

本会議で議決
（採択・不採択）

議 長 が 受 理

常任委員会などで審査

審査結果を本会議に報告
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議会広報の概要について

　定例会の概要や一般質問の質問・答弁の要旨、議案
に対する賛否一覧などを中心に編集し、定例会ごとに
年４回発行しています。
　また、点字版・CD版・デイジー版も作製し、図書館
などで閲覧・視聴できるほか、希望される方にお届け
しています。

●ヨコハマ議会だより

●テレビ放映

●インターネット中継

　市会ホームページでは、市会の仕組
み、会議日程、議員名簿、議案一覧、委
員会の活動概要、会議録、市会の広報な
ど、様々な市会情報を掲載しています。

　本会議、予算・決算特別委員会、全員協議会、常
任・運営・特別委員会、特別委員会が設置する理事
会、市会歓迎行事等について、インターネットでの生
中継と録画配信を実施しており、パソコン等から視聴
できます。また、市会議事堂や各区役所のモニターテ
レビ等では、本会議、予算・決算特別委員会、全員協
議会等の生中継を実施しています。

●横浜市会ホームページ

　市民に市会をより身近に感じていただけるよう、議
会活動や姉妹都市等からの記念品を紹介するPRコー
ナーを、議事堂３階及び７階に設置しています。

●市会PRコーナー

●横浜市会ポスター

　市会のことを総合的に知ることができるパンフ
レット「市会のしおり」及び市会議事堂を写真で紹
介する「市会リーフレット」を発行しています。
　また、各定例会の開催を周知するため、神奈川新
聞に広告記事を年６回程度掲載しています。

●その他の広報物等

【Facebook】
　定例会・委員会情報や正副議長の動向など、市会に関する幅広い
情報を発信しています。

【Twitter】
　市会日程やインターネット中継など、市会ホームページの掲載情
報及び横浜市会からのお知らせを発信しています。

●横浜市会Facebook・Twitter

●横浜市会広報動画「みんなの横浜市会」

●動画「予算市会の焦点」

◆議事堂の紹介動画（２種類）
　議会広報会議委員及び議長・副議長が議事堂内の見どころを紹介する動画です。

◆子ども向け学習動画の紹介動画（１種類）
　議長、副議長及び議会広報会議委員が、クイズを出題しながら子ども向け学習動画を
紹介する動画です。

　定例会の開催を周知し、傍聴や
インターネット中継の利用を促進
するため、定例会ごとにポスター
を制作し、市内公共施設、市内全
駅構内、市営交通機関、市立学校
などに掲出しています。

　市会で「予算」という市民の暮らしに直結する
ことが話し合われていることを広く知っていただ
くため、新年度予算案に対する考え方などを議員
がお伝えする動画を制作し、市会ホームページに
掲載しています。

　市会広報番組として、各定例会の概要番組
「市会ダイジェスト」（年４回）をはじめ、「横浜
市会新春語り初め」、を制作し、tvkで放映して
います。
　これらの番組は、市内に放映網を持つケーブ
ルテレビ（７局）で放映するとともに、市会ホー
ムページに掲載しています。

各動画はこちら


